
資料２．長時間労働の指摘がある業種・職種の実態について（例） 



① 工作物の建設等の事業 
② 自動車の運転の業務 
③ 新技術、新商品等の研究開発の業務 
④ 労働基準局長が指定する事業・業務（年間の限度時間は適用される） 

a. 季節による変動（砂糖製造業、年末年始の郵政事業など） 
b. 公益上の必要（発電用原子炉の定期検査など） 

１．労働基準法の労働時間等に関する規定が適用除外（労働基準法第４１条） 

i. 管理監督者、機密事務 
ii. 農業・水産業 
iii. 監視業務、断続的な業務 

３．時間外労働の限度基準（大臣告示）において適用除外としているもの 

２．災害その他避けることのできない場合（労働基準法第３３条） 

• 労働基準監督署長の許可により、３６協定なしで時間外労働が可能 

４．その他（労働基準法第６０条等） 

• １８歳未満については、原則、時間外労働や休日労働をさせられない。（第６０条） 

• 妊産婦が請求した場合は、時間外労働や休日労働をさせられない。（第６６条） 

許可基準 
（1）単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めない 
（2）急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するための必要は認める 
（3）事業の運営を不可能ならしめる様な突発的な機械の修理は認めるが、通常予見される部分的な修理、定
期的な手入は認めない 

（4）電圧低下により保安等の必要がある場合は認める 

 現行の時間外労働規制の概要 ３６協定について（限度時間が適用されない場合） 
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建設業において、１週間の労働時間が60時間超の者の割合は約11％となっている。【表１】 

建設業における１日当たりの平均労働時間は年齢層別・役職別にかかわらず、「７時間超８時間以下」、「８時間超９時間以下」が多く、
１０時間超が全体で４％となっている。【表２】 

残業・休日作業を実施している現場は全体の３．１％となっており、その理由は「前工程の工事遅延」、「無理な発注」、「昼間時間帯の
工事の制約」、「天候不順」が多くなっている。【表３】 

 長時間労働の指摘がある業種・職種の実態について（建設業） 

【表３】 残業･休日作業を実施している現場（強化現場）の 
     割合及びその理由（平成２２年） 

※出典：表１＝平成27年労働力調査（総務省）、表２＝建設業における雇用管理現状把握実態調査報告書（平成２７年度）、表３＝建設労働需給調査結果（平成２２年）（国土交通省） 
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【表２】 １日当たりの平均労働時間（平成２７年９月） 
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【表１】 建設業の１週間の労働時間の実績 
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 長時間労働の指摘がある業種・職種の実態について（トラック運送業） 

 １週間の労働時間が60時間超の自動車運転従事者は約40％となっている。【表１】 

手待ち時間がある運行での拘束時間は、手待ち時間がない運行と比べて平均拘束時間が２時間弱長くなっている。【表２】 

 ドライバーが不足している場合の対応として、「下請・傭車（※）で対応している」が78.4％と一番多く、休日出勤（38％）、早出残業
（24.5％）など、時間外労働での対応も見られる。【表３】 （※）他の会社のトラックドライバー及び車両を一時的に借り受ける事によって荷物を配送する事 

労働時間短縮に向けて、トラック運送事業者が荷主側で必要と思われることとして、「配達先での手待ち時間削減への口添え」が59.2％
と一番多く、「配達先への配達指定時刻の延長・柔軟化（52.8％）」、「荷役の機械化等による荷役時間の削減（35％）」等が挙げられてい
る。【表４】 

出典：表１ 平成24年就業構造基本調査（総務省） ※当該データは雇用者（年間就業日数200日以上・正規職員）を対象としている。 
表２～４ トラック輸送状況の実態調査（平成27年９月）（厚生労働省・国土交通省） 
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【表４】 ドライバーの労働時間短縮に向けて、事業者から見て、 
     荷主側で必要と思われること（複数回答）  N=1218 

平均
拘束時間

「手待ち時間がある運行」
(46.0%)

13:27

「手待ち時間がない運行」
(54.0%)

11:34

0:30

0:28

6:41

6:21

1:45 2:44

2:49

0:11

0:14

1:23

1:28

0:12

0:10

点検等 運転 手待 荷役

付帯他 休憩 不明

【表２】 拘束時間の内訳（手待ち時間の有無別） 
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【表１】 自動車運転従事者の１週間の労働時間の実績 

N=1,046,400 
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予備のドライバーで対応している 

ドライバーの早出残業で対応している 

ドライバーの休日出勤で対応している 

対応できず輸送を断っている 

事務職・管理職で対応している 

下請・傭車で対応している 

【表３】 ドライバーが不足している場合の事業者の対応（複数回答） N=849 
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 トラック運転者の長時間労働等の改善に向け、地域の事情を踏まえた実践的な議論を進めるため、各都道府県において発荷主・着
荷主及び運送事業者を構成員とする集団（以下「対象集団」という）がパイロット事業（実証実験）を実施。 

 実施事例は、中央・地方協議会でのさらなる議論（ガイドラインの策定を含む）に活用。 

１．事業の目的・概要 

２．事業の内容 

 対象集団は、各地方協議会で、トラック輸送状況の実態調査結果（都道府県別の集計分）やこれまでの議論等を踏まえて、それぞれ
選定。 

 対象集団は、コンサルタント等の専門家のアドバイスのもと、①荷主及び運送事業者の現状の分析や課題の洗い出し、②課題に対
する解決手段の検討、③解決手段の実践、④検証等を経て、トラック運転者の長時間労働等の改善を図る。 

 平成28年度及び平成29年度の２年間で、全国で約100事例を目途に実施。 

コンサルタント等 

進行管理・ 
アドバイス 

（参考２）パイロット事業イメージ図 

（参考１）スケジュールの例 

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 

 

現
状
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の
洗
い
出
し 

  

対
象
集
団
の 

決
定 

    

解
決
手
段
の 

検
討 

     実
践 

    検
証 

パイロット事業の実施方法（想定） 

平成２８年度 平成２９年度 

① 

② 

③ 

A集団 B集団 

A集団 

A集団 

B集団 

※②、③については、各年度で実施状況のとりまとめは実施 発荷主 

運送事業者 
（元請及び下請） 

着荷主 

３者で検討 

対象集団 

①平成28年度1件実施、平成29年度1件実施 
②平成28年度から平成29年度にかけて平行して2件実施 
③平成28年度に１件実施、同じ集団で別の角度から平成29年度も実施 

長時間労働の指摘がある業種・職種の実態について 
【トラック運送業：長時間労働の改善等に向けたパイロット事業（実証実験について）】 
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医師の１ヶ月の時間外労働時間数は、「２０時間～５０時間以下」が３１．５％と最も割合が多くなっており、５０時間超は２割強、８０時間
超が８．１％となっている。平均は３４．１時間。【表１、（１－１）】 

時間外労働の主な理由は、「緊急対応」や「手術や外来対応等の延長」が多くなっている。 【表１、（１－３）】 

 １ヶ月の休日数は平均５．３日となっている。 【表２】 

【表２】 休日・休暇の実態 

 長時間労働の指摘がある業種・職種の実態について（医師） 

【表１】 労働時間の実態 

0日 1～3日 4～7日 8日 9日以上 

11.4% 14.6% 47.0% 16.3% 10.7% 

１ヶ月の休日日数（平成２７年６月） 平均＝５．３日 

0時間, 

10.3% 

0時間～ 

10時間以

下, 19.5% 

10時間～ 

20時間以

下, 16.5% 

20時間～ 

50時間以

下, 31.5% 

50時間～ 

80時間以

下, 14.2% 

80時間超, 

8.1% 

  
0時間 

0時間～ 
10時間以下 

10時間～ 
20時間以下 

20時間～ 
50時間以下 

50時間～ 
80時間以下 

80時間超 

計 10.3 19.5 16.5 31.5 14.2 8.1 

20～30歳 
未満 

3.2 3.2 19.4 22.6 19.4 32.3 

30～40歳 
未満 

3.9 20.9 17 34.8 13.9 9.6 

40～50歳 
未満 

7.1 18.9 17.9 33.8 15.2 7.1 

50代以上 22.6 21.2 13.7 25.9 12.3 4.2 

（１－１） １ヶ月の時間外労働時間数（平成２７年６月） （１－２） 年齢別、１ヶ月の時間外労働時間数（平成２７年６月） 平均=３４．１時間 

（１－３） 時間外労働の主な理由（平成２７年６月） n=691 

その他の内容 件数 

病棟業務 48 

当直（宿日直） 21 

通常業務 18 

学会・研究会・勉強会の準備 11 

重症患者対応 4 

待機 4 

患者対応 3 

診療 3 

夜勤 2 

面談 1 

病院運営業務 1 

「その他」の内訳 

単位：％ 

出典：平成27年度厚生労働省医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究事業報告書 

（複数回答） 
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42.5 
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17.1 

0 10 20 30 40 50 60 70

緊急対応 

手術や外来対応等の延長 

記録・報告書作成や書類の整理 

会議・勉強会・研修会等への参加 

勤務開始前の準備 

他職種・他機関との連絡調整 

その他 
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看護師の１ヶ月の時間外労働時間数は、「０時間～５時間以下」が３８．４％と最も割合が多くなっており、平均は９．２時間となってい
る。【表１、（１－１）】 

時間外労働の主な理由は、「記録・報告書作成や書類の整理」や「会議・勉強会・研修会等への参加」が多い。 【表１、（１－３）】 

 １ヶ月の休日数は平均９．２日となっている。 【表２】 

【表２】 休日の実態 

 長時間労働の指摘がある業種・職種の実態について（看護師） 

【表１】 労働時間の実態 

0日 1～3日 4～7日 8日 9～10日 11～12日 13日以上 

0.7% 0.6% 6.8% 22.7% 51.8% 14.8％ 2.6％ 

１ヶ月の休日日数（平成２７年６月） 平均＝９．２日 

（１－１） １ヶ月の時間外労働時間数（平成２７年６月） （１－２） 年齢別、１ヶ月の時間外労働時間数（平成２７年６月） 平均９．２時間 

（１－３） 時間外労働の主な理由（平成２７年６月） n=879 

その他の内容 件数 

患者対応（ナースコール対応含む） 34 

指導・教育 19 

医師の指示待ち・指示対応（回診・診察含む） 17 

入院対応 9 

他のスタッフの支援 8 

看護研究 6 

会議（委員会等） 5 

薬剤・服薬管理 5 

リーダー業務 4 

食事介助 4 

管理業務・勤務表作成 4 

延長業務 3 

患者家族への対応 3 

記録作成 2 

「その他」の内訳 

0時間、

17％ 

0時間～5時

間以下、

38.4％ 

5時間～10時

間以下、

19.5％ 

10時間～20

時間以下、

15.5％ 

20時間～50

時間以下、ｌ

8.2％ 

50時間超、

1.3％   0時間 
0時間～ 

5時間以下 
5時間～ 

10時間以下 
10時間～ 

20時間以下 
20時間～ 

50時間以下 
50時間超 

計 17 38.4 19.5 15.5 8.2 1.3 
20～30歳 
未満 

7.4 43.4 20.6 21.1 5.7 1.7 

30～40歳 
未満 

16.9 41 17.2 14.8 8.4 1.8 

40～50歳 
未満 

15.8 36.3 24.1 13.9 8.6 1.4 

50代以上 28.2 33.5 13.8 14.9 9.6 0 

71.8 

42.7 

41.5 

23.9 

14.4 

13.9 

14.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

記録・報告書作成や書類の整理 

会議・勉強会・研修会等への参加 

緊急対応 

勤務開始前の準備 

他職種・他機関との連絡調整 

手術や外来対応等の延長 

その他 

単位：％ 

n=1247 

n=1244 

n=1056 

（複数回答） 
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出典：平成27年度厚生労働省医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究事業報告書 



参考資料 



➢平成27年における１週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合は、①運輸業,郵便業（18.3％）、②建設業 
    （11.5％）、③教育,学習支援業（11.2％）の順に多い。 
➢１週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合は、平成22年と比べて多くの業種で減少しているものの、一部 
   の業種では増加している。 

１週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合 
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 我が国における時間外労働の現状  １週間の労働時間の実績（業種別雇用者割合） 



 職種別のすべての雇用者（年間就業日数200日以上・正規職員）について、１週間の労働時間の実績を
見ると、医師・自動車運転従事者などで高い値となっている。 

 我が国における時間外労働の現状  １週間の労働時間の実績（職種別雇用者割合） 
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割合 
 

28.5 
％ 

22.8 
％ 

28.9 
％ 

32.4 
％ 

16.8 
％ 

21.2 
％ 

27.2 
％ 

27.5 
％ 

24.7 
％ 

20.9 
％ 

19.9 
％ 

24.7 
％ 

30.0 
％ 

32.3 
％ 

24.5 
％ 

20.8 
％ 

36.5 
％ 

29.1 
％ 

27.2 
％ 

１週間の労働時
間が４９～５９時
間の雇用者の
割合 
 

21.0 
％ 

19.6 
％ 

22.4 
％ 

19.3 
％ 

22.1 
％ 

27.1 
％ 

15.9 
％ 

25.3 
％ 

18.5 
％ 

26.2 
％ 

19.3 
％ 

21.0 
％ 

25.9 
％ 

22.5 
％ 

23.6 
％ 

24.7 
％ 

26.6 
％ 

18.9 
％ 

18.9 
％ 

１週間の労働時
間が６０時間超
の雇用者の割
合 

14.0 
% 

13.3 
% 

13.7 
% 

11.2 
% 

41.8 
% 

23.6 
% 

7.1 
% 

20.0 
% 

18.3 
% 

35.1 
% 

34.4 
% 

18.5 
% 

18.7 
% 

10.4 
% 

30.8 
% 

39.9 
% 

16.9 
% 

15.0 
% 

17.2 
% 

（出典）総務省・平成２４年就業構造基本調査 10 



 我が国における時間外労働の現状  １か月の法定時間外労働の実績（最長の者、事業場割合） 
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１か月の法定時間外労働（一般、
最長の者）が45時間超の事業場
の割合 

 

9.0 
% 

20.6
% 

9.8
% 

10.8
% 

9.5
% 

28.5
% 

8.9
% 

15.4
% 

5.6
% 

4.0
% 

12.6
% 

20.1
% 

8.4
% 

8.1
% 

16.5
% 

12.6
% 

11.1
% 

3.7
% 

12.4
% 

11.7
% 

12.6
% 
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% 

12.2 
% 

うち50時間超の事業場の割
合 7.1

% 
16.3
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7.8
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9.1
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6.4
% 

27.6
% 

5.7
% 

14.4
% 

5.1
% 

4.0
% 

10.8
% 

17.2
% 

5.5
% 

6.3
% 

12.9
% 

10.1
% 

9.6
% 

3.1
% 

10.6
% 

10.4
% 

10.9
% 

5.3 
% 

10.8 
% 

うち60時間超の事業場
の割合 4.4

% 
9.9
% 

4.8
% 

6.5
% 

5.2
% 

26.0
% 

3.4
% 

11.4
% 

4.3
% 

1.6
% 

7.0
% 

12.7
% 

3.2
% 

3.3
% 

8.4
% 

4.3
% 

5.6
% 

1.4
% 

6.5
% 

7.5
% 

6.6
% 

2.7 
% 

7.3 
% 

うち70時間超の事
業場の割合 3.0

% 
6.1
% 

3.5
% 

4.2
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3.8
% 

14.6
% 

2.3
% 

8.0 
% 

2.5
% 

1.2
% 

4.6
% 

8.6
% 

1.9
% 

2.6
% 

6.0
% 

2.5
% 

4.2
% 

1.0
% 

5.1
% 

5.3
% 

5.4
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1.6 
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5.5 
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うち80時間

超の事業場
の割合 

 

1.9
% 

3.0
% 

2.4
% 

2.4
% 

2.9
% 

3.4
% 

1.8
% 

4.3 
% 

1.9
% 

1.0
% 

4.0
% 

6.0
% 

1.1
% 

2.3
% 

4.4
% 

1.3
% 

2.0
% 

0.3
% 

3.3
% 

3.5
% 

3.5
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0.8 
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3.6 
% 

 
 

うち100

時間超
の事業
場の割
合 

0.8
% 

1.0
% 

1.1
% 

0.7
% 

2.1
% 

0.6
% 

1.0
% 

0.8 
% 

0.9
% 

0.5
% 

1.9
% 

2.6
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0.2
% 

1.8
% 

2.4
% 

0.8
% 

1.0
% 

0.1
% 

1.7
% 

1.9
% 

1.8
% 

0.6 
% 

1.8 
% 

（出典）厚生労働省・平成２５年労働時間等総合実態調査 
（注１）「中小企業」とは、「常時使用する労働者が３００人以下」などの企業 
（注２）「大企業」か「中小企業」かは、調査対象の事業場が属している企業の規模に応じて分類 
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 我が国における時間外労働の現状  １年間の法定時間外労働の実績（最長の者、事業場割合） 
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（出典）厚生労働省・平成２５年労働時間等総合実態調査 
（注１）「中小企業」とは、「常時使用する労働者が３００人以下」などの企業 
（注２）「大企業」か「中小企業」かは、調査対象の事業場が属している企業の規模に応じて分類 
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「自動車運転者の労働時間等の改善に関する基準」（改善基準告示）は、トラック、バス、タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の
労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間（始業から終業時刻まで
の時間（休憩時間を含む。））、休息期間（勤務と勤務の間の自由な時間）、運転時間等の基準を、平成元年に、大臣告示として制定。 

・ 長時間労働 
・ 交通事故の増加 

・ 路面運送における労働時間及び休息期間に関するＩＬＯ条約
の採択（昭和54年） 

拘束時間、休息期間等の基準を定めた局長通達の
策定（昭和54年） 

中央労働基準審議会 
における関係労使の議論 

通達を大臣告示とすることで労使が合意し、平成元年に
「改善基準告示」を策定 

性格 

制定の経緯 

 
※労働基準法に加え、以下のような上乗せ規制を実施（ただし、改善基準告示自体に罰則はついていない） 
 ○ 拘束時間【始業から終業時刻までの時間（休憩時間を含む。）】 
     原則   トラック・・・・・・・・・・・・・・・ 1日 13時間 1ヶ月  293時間 

          バス・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1日 13時間 1週間  65時間 
          タクシー（日勤勤務）・・・・ 1日 13時間 1ヶ月  299時間 
 ○ 休息期間【勤務と勤務の間の自由な時間】 
     原則 継続8時間以上  ※トラック、バスについては運転者の住居地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるように努めること。 
 ○ 運転時間 
     トラック：   1日9時間、1週間44時間   ／  バ  ス：   1日9時間、1週間40時間 
 ○ 連続運転時間  トラック、バス：4時間以内 
 

内容 

施行 

① 労働基準監督署と地方運輸機関との合同による監督・監査。 
② それぞれの機関が把握した改善基準告示違反事案の相互通報。 

関係労使の自主的改善努力と労働基準監督官の臨検監督等による指導。 

過労運転防止の観点から、改善基準告示の内容を国土交通省令に取り込み、事業許可取消処分等の行政処分基準とし
て機能。（トラック：平成13年9月1日～、バス、タクシー：平成14年2月1日～） 

労働基準監督署 

国土交通省との連携 

国土交通省における取組 

※ 制定以降、法定労働時間が段階的に短縮し、週40時間制へ移行するに伴い、内容の見直しが行われ現在に至っている（最終改正：平成１２年）。 

自動車運転者労働時間問題小委員会 

トラック部会 
ハイヤー・タクシー部会 

バス部会 

「自動車運転者の労働時間等の改善に関する基準」について 
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